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自己紹介

１９９４年 湘南高校卒業（全６９回生）
１年６組（グリーン）、２・３年１０組（ブラウン）
２・３年時はプレハブ校舎で過ごす
剣道部（女子主将）

１９９９年 一橋大学法学部卒業

２０００年 司法試験合格
和光市の研修所で過ごした後、実務修習は仙台へ
消費者問題を中心に扱う弁護士事務所で修習

２００２年 弁護士登録（神奈川県弁護士会）

２０１２年 地元平塚で城田法律事務所開業
現・神奈川県弁護士会消費者問題対策委員会委員長
湘友会平塚支部事務局



○ ２０２４年度、全国の消費生活センターに寄せられた

相談件数は 約９０万件

○ 契約購入金額は 約１０．９兆円

※令和７年版 消費者白書（消費者庁）より

トラブルに遭って消費生活センターに相談する人は、

全体の５％~１５％と言われている

消費者トラブルの実情



最近の傾向として

令和７年版 消費者白書より

迷惑メールや不審な電話を含む「商品一般」に
関する相談が最多

次いで、「不動産貸借」に関する相談が多く、解
約時に高額な違約金や修理代金を請求される
事案など

「他の健康食品」「基礎化粧品」は、ネット通販に
よる定期購入の事案が多い

「工事・建築」には、訪問販売によるリフォーム詐
欺、点検商法による被害を含む



最近の傾向として

令和７年版 消費者白書より

高齢者の相談件数は、２９．８万件
で前年より増加
相談全体の３割程度を占める

認知症等の高齢者本人はトラブ
ルに遭っているという認識が低い
ため、問題が顕在化しにくい傾向
がある

⇒特に周囲の見守りが必要。



最近の傾向として

令和７年版 消費者白書より

SNSが関係する相談件数は
８万６３９６件で、前年より増加

幅広い年齢層から相談が寄せられ
ているが、４０歳代以上の年齢層の
占める割合が高い傾向にある

SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺で

は数百万、数千万の被害となるこ
とがある



２００９年９月 消費者庁の発足

○各省庁でばらばらだった消費者行政を一元化

○「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むこと

ができる社会の実現」を目ざす

○中央省庁の行政を、明治以来の生産者優先から、

消費者重視へ転換する

消費者行政の一元化



点検商法

※警視庁HPより

不要な契約を結んでしまった場合には、
消費生活センターに相談

■クーリングオフ
（特定商取引法・訪問販売）
■無効・取消し
（消費者契約法・特定商取引法）

とはいえ、そもそも犯罪目的の悪質な
業者が多い
その場で契約しない
契約前に家族・知人に相談
困った場合は１１０番



SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺

手口の一例 ※画像は警察庁特殊詐欺対策ＨＰより



SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺



SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺

警察庁の統計によれば、令和６年のＳＮＳ型投資・ロ
マンス詐欺の認知件数は１０，２３７件（前年比１６６．
２％）、被害額は１，２７１．９億円（前年比１７９．４％）

マッチングアプリで出会った相手や、ネット上の広告
から、ＬＩＮＥの遣り取り（９０％以上）に誘導される

銀行振込、暗号資産（ビットコイン、イーサリアムなど）
での送金を求められる

■銀行振込の場合、「振り込め詐欺救済法」に基づく
口座凍結が可能、ただし残高がない場合が多い

■暗号資産で送金した場合、被害回復ができた事
例の報告はない

■そもそも、加害者が特定できない



ニセ広告訴訟

ＦａｃｅｂｏｏｋやＩｎｓｔａｇｒａｍの広
告から、ＬＩＮＥ等の遣り取りに誘
導され、投資被害に遭った約３０
人が、米メタと日本法人を被告と
して、全国５地裁で一斉提訴（２０
２４年１０月）。
請求総額は３億円超。



ニセ広告訴訟

広告掲載者は、広告内容の真実性に疑念を抱くべき特別の事情があって、利用者

らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予見し、又は予見し得た場合には、同
広告内容の真実性の調査確認をして、虚偽広告を利用者に提供してはならない
（最高裁平成元年９月１９日・日本コーポ事件）

＊上記は新聞広告の事例、インターネット上の広告でも同様のことが言えるのでは
ないか

＊メタ社が広告掲載時・掲載後、適切な審査・削除対応を行っていたと言えるか

など、論点多数

インターネット上の広告規制のあり方に関する議論が必要



未成年者が契約を締結するには、原則として親の同意が必要
同意がなければ契約を取り消すことができる
＝未成年者取消権）

民法の改正により、成年年齢は２０歳から１８歳へ引き下げ
（２０２２年４月１日から）

１８歳から未成年者取消権を行使できなくなる。
↓

消費者被害拡大のおそれ
ネット通販、美容整形、マルチ商法、情報商材など

成年年齢の引き下げ



＊ 消費者教育の充実

＊ 若年者が被害を受けやすい取引類型の規制

＊ 若年者に対する与信規制

＊ 消費生活相談窓口の充実、周知

手口は巧妙化・複雑化、ネット環境の普及、支払手段の多様化

→子どもの頃から金融、経済に関する正しい知識を身につける
  ことが必要

成年年齢引き下げ



見守りネットワーク

平成２６年６月の消費者安全法の改正によ

り、高齢者、障がい者、認知症等により判
断力が不十分となった方の消費者被害を
防ぐため、地方公共団体及び地域の関係
者が連携して見守り活動を行う「消費者安
全確保地域協議会(見守りネットワーク)」を
設置できることとなった。

高齢者や障がい者を消費者トラブルから守
るためには、福祉関係者や医療関係者、
警察や消費者団体、民間事業者、消費生
活サポーターや自治会など、地域で見守る
多様な担い手の気付きを、消費生活セン
ターにつなぐことが何より大切



見守りネットワーク

神奈川県で見守りネッ
トワークが設置されて
いるのは鎌倉市のみ
（２０２５年９月末時点）

消費者安全確保地域協議会
設置済地方公共団体
（消費者庁ＨＰより）



消費者被害・トラブルに
あってしまったら

消費者ホットライン１８８
（いやや）

★身近な消費生活センターに
繋がります

https://www.kanaben.or.jp/consult/guide/index.html ネット予約可

■神奈川県弁護士会法律相談センター

（代表）関内法律相談センター ０４５－２１１－７７００ ★県内各所にあります

■法テラス神奈川
https://www.houterasu.or.jp/ ネット予約可 ＴＥＬ ０５７０－０７８－３０９

https://www.kanaben.or.jp/consult/guide/index.html
https://www.houterasu.or.jp/


月刊ＫＡＮＡＧＡＷＡタイム

こちらから
ご視聴できます

#１７「トラブルに注意！

消費者被害を未然に
防ぐには」

かなちゃんＴＶ
（神奈川県公式）
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